
対
象
者

・小浜市ふるさと納税返礼品の提供事業者であること
・本事業を活用して生産される商品を小浜市ふるさと納税返礼品として登録すること 等

市HP

補
助
対
象
経
費

◆購入費・賃借料
特産品の開発または改良に必要な機械器具等の購入またはリース・レンタルに要する経費

◆委託費
特産品の分析（栄養成分分析・消費期限分析等）、登録（商標・意匠等）に関する経費、特産品の
パッケージデザイン等を外注する場合に要する経費

補

助

金

額

◆購入費・賃借料・委託費 共通

①基礎割額 ：補助対象経費の２分の１以内（上限３０万円）

②寄附割額 ：返礼品への当該年度２月末までの寄附申込額の１０分の３以内（上限７０万円）

補助金額 ：①＋②の合計（上限 補助対象経費の５分の４以内）

＜計算例＞
補助対象経費が100万円で､寄附実績が240万円の場合
① 100万円× 1/2 = 50万円 → 30万円
② 240万円×3/10 = 72万円 → 70万円
補助金額 30万円+70万円=100万円 → 80万円（補助対象経費100万円の4/5以内）

令和８年度ふるさと納税返礼品開発事業補助金

ふるさと納税お礼の品として活用することができる
「特産品」の開発・商品化・改良を支援します！
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※
※事業完了後、基礎割額を補助金交付し、年度末に寄附割額の補助金交付をする

ことが可能です。
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当

小浜市御食国ブランド戦略課ふるさと納税推進グループ
TEL：0770(64)6008   MAIL：furusato@city.obama.lg.jp

最大 100万円

申込締切 令和８年７月３１日


